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【
事
案
の
概
要
】

一

Ｘ
は
、
放
送
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
Ｙ
（
Ｎ
Ｈ

Ｋ
）
と
の
間
で
、
平
成
九
年
一
月
二
九
日
に
、
地
域
の
営
業
部
・
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
放
送
受
信
契
約
の
締
結
や
放
送
受
信
料
の
集
金

を
業
務
内
容
と
す
る
有
期
の
委
託
契
約
（
以
下
、

本
件
契
約
」）
を

締
結
し
、
平
成
一
一
年
四
月
一
日
以
降
三
年
毎
に
契
約
更
新
を
行
い
、

平
成
二
三
年
四
月
一
日
に
六
回
目
の
契
約
更
新
を
行
っ
た
。

本
件
契
約
に
は
、
委
託
業
務
（
一
条
）
の
範
囲
に
関
す
る
条
項
、

受
持
区
域
（
二
条
）
の
指
定
に
関
す
る
条
項
、
再
委
託
（
四
条
）
を

許
す
旨
の
条
項
、
委
託
業
務
の
遂
行
方
法
（
五
条
）
に
つ
い
て
の
取

り
決
め
、
業
績
の
確
保
（
六
条
）、
報
酬
（
九
条
）、
携
帯
端
末
等
の

交
付
に
関
す
る
条
項
（
一
〇
条
）、
契
約
の
解
約
（
一
五
条
）
な
ど

が
あ
っ
た
。

二

Ｙ
で
は
、
業
務
を
委
託
し
た
個
人
（
以
下
、

地
域
ス
タ
ッ

フ
」）
に
対
し
、
各
個
人
別
目
標
数
を
設
定
し
、
特
別
の
事
情
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
目
標
数
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
な
い
期
が

連
続
し
て
三
期
以
上
続
く
と
き
、
ま
た
は
当
期
の
目
標
数
の
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
な
い
と
き
は
、
特
別
指
導
を
実
施
す
る
と
の
指

導
方
針
を
定
め
て
い
た
。

特
別
指
導
は
、
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
ス
テ
ッ

プ
一
の
指
導
内
容
は
、
業
務
計
画
表
に
よ
る
計
画
の
着
実
な
推
進
、

来
局
回
数
の
増
、
帯
同
指
導
、
ス
テ
ッ
プ
二
は
業
務
の
分
割
実
施
、

応
援
収
納
、
応
援
取
次
ぎ
、
立
入
調
査
の
強
化
、
帯
同
指
導
、
ス

テ
ッ
プ
三
は
受
持
数
（
交
付
）
削
減
、
帯
同
指
導
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
Ｙ
協
会
の
作
成
し
た
「
実
施
要
領
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
地

域
ス
タ
ッ
フ
に
交
付
さ
れ
て
い
る
。

三

Ｘ
は
、
平
成
二
一
年
度
第
二
期
（
六
・
七
月
）
の
業
績
が
最
低

業
績
水
準
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
度
第
三
期
（
八
・
九
月
）

か
ら
特
別
指
導
の
ス
テ
ッ
プ
一
の
対
象
者
と
な
り
、
二
二
年
度
第
二
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期
（
六
・
七
月
）
か
ら
同
ス
テ
ッ
プ
二
に
、
同
年
度
第
四
期
（
一

〇
・
一
一
月
）
か
ら
ス
テ
ッ
プ
三
に
進
み
、
以
後
二
年
四
度
第
二
期

（
六
・
七
月
）
ま
で
連
続
一
一
期
に
わ
た
り
同
ス
テ
ッ
プ
に
置
か
れ

た
。

四

Ｙ
は
、
Ｘ
と
平
成
二
三
年
四
月
一
日
に
契
約
期
間
を
三
年
と
す

る
委
託
契
約
を
更
新
す
る
に
際
し
、
少
な
く
と
も
第
一
期
（
四
・
五

月
）
の
最
低
業
績
水
準
（
目
標
数
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
確
保
し
、

そ
の
後
も
毎
期
最
低
業
績
水
準
以
上
の
業
績
を
確
保
し
、
二
期
連
続

し
て
中
間
業
績
水
準
（
目
標
数
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
下
回
ら
な

い
よ
う
業
績
向
上
に
努
め
、
業
務
計
画
表
に
基
づ
い
て
誠
実
に
委
託

契
約
を
遂
行
す
る
こ
と
な
ど
と
記
載
さ
れ
た
委
託
契
約
改
善
要
望
書

を
交
付
し
た
。

五

こ
の
間
、
Ｘ
は
、
二
三
年
四
月
四
日
に
病
院
で
抑
う
つ
状
態
の

診
断
を
受
け
、
同
日
か
ら
同
年
八
月
三
日
ま
で
休
業
し
た
。
Ｘ
は
同

年
度
第
四
期
（
一
〇
・
一
一
月
）
の
業
績
不
良
に
よ
り
、
同
年
度
第

五
期
（
一
二
・
一
月
）
以
降
、
業
務
量
を
二
分
の
一
に
減
少
す
る
措

置
を
受
け
た
。
ま
た
、
Ｙ
で
は
地
域
ス
タ
ッ
フ
に
通
信
決
済
端
末

Q
b
it

（
以
下
、

キ
ュ
ー
ビ
ッ
ト
」）
を
貸
与
し
て
い
る
が
、
Ｘ
の
利

用
実
績
が
低
位
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
二
二
年
九
月
と
二
三

年
四
月
の
二
度
に
わ
た
り
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ト
を
回
収
し
て
い
た
（
二
四

年
二
月
に
、
Ｘ
に
再
々
貸
与
し
た
）。

六

Ｙ
は
平
成
二
四
年
六
月
一
日
に
、
Ｘ
に
対
し
、
同
年
度
第
二
期

（
六
・
七
月
）
の
業
績
が
最
低
業
績
水
準
に
達
し
な
い
場
合
、
ま
た
は

同
期
か
ら
二
期
連
続
し
て
中
間
業
績
水
準
に
達
し
な
い
場
合
は
、
本

件
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
を
予
告
し
、
同
年
七
月
一
日
に
同
年
六
月

の
Ｘ
の
業
績
の
目
標
達
成
率
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
最
低
業
績
水

準
未
達
成
の
場
合
は
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
を
再
度
通
知
し
た
。
Ｘ

は
、
同
年
七
月
二
五
日
に
、
前
年
に
受
診
し
て
い
た
の
と
は
別
の
病

院
を
受
診
し
、
う
つ
病
の
診
断
を
受
け
、
休
業
し
た
。

七

Ｙ
は
平
成
二
四
年
八
月
一
日
に
、
Ｘ
に
対
し
書
面
を
も
っ
て
同

年
九
月
一
日
付
で
の
本
件
契
約
の
解
約
の
予
告
を
行
っ
た
。
解
約
理

由
と
し
て
「
協
会
の
再
三
再
四
の
注
意
・
警
告
に
も
拘
わ
ら
ず
業
績

が
著
し
く
不
良
で
あ
り
、
放
送
受
信
料
契
約
・
収
納
業
務
を
行
う
受

託
者
と
し
て
今
後
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る

た
め
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。

八

Ｘ
は
、
平
成
一
五
年
八
月
頃
、
全
日
本
放
送
受
信
料
労
働
組
合

（
以
下
、

全
受
労
」）
に
加
入
し
、
一
六
年
四
月
一
日
に
は
全
受
労

の
支
部
の
委
員
長
に
就
任
し
、
そ
の
後
辞
任
し
た
が
、
二
二
年
一
〇

月
一
日
再
び
支
部
委
員
長
に
就
任
し
、
本
件
中
途
解
約
時
も
支
部
委

員
長
で
あ
っ
た
。

九

本
件
の
争
点
は
、
①
本
件
中
途
解
約
の
有
効
性
、
②
本
件
契
約

の
更
新
の
当
否
、
③
「
事
務
費
」
お
よ
び
「
給
付
」
請
求
の
当
否
、
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④
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
当
否
の
四
点
で
あ
る
。

【
判
旨
】
一
部
認
容

一
部
棄
却
（
控
訴
）

一

争
点
①
（
本
件
中
途
解
約
の
有
効
性
）
に
つ
い
て

（
一
）
労
働
契
約
法
上
の
労
働
者
性
の
判
断
基
準

労
働
契
約
法
二
条
一
項
は
、
同
法
に
お
け
る
労
働
者
に
つ
き
、

『
使
用
者
に
使
用
さ
れ
て
労
働
し
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
を
い
う
』

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
働
基
準
法
九
条
の
労
働
者
と
異
な

り
、
事
業
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
要
件
を
含
ま
な
い
も
の
の
、

そ
の
余
の
点
で
は
同
法
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
契
約
法
上
の
労
働
者
性
は
、
労
働
基
準

法
上
の
労
働
者
性
と
同
様
に
、
基
本
的
に
①
『
使
用
者
に
使
用
さ
れ

て
労
働
し
』
す
な
わ
ち
労
働
が
使
用
者
の
指
揮
監
督
下
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
労
務
提
供
の
形
態
と
②
『
賃
金
を
支
払

わ
れ
る
』
す
な
わ
ち
報
酬
が
提
供
さ
れ
た
労
務
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
か
否
か
と
い
う
報
酬
の
労
務
対
償
性
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
（
以
下
、
①
及
び
②
の
基
準
を
併
せ
て
『
使
用
従
属
性
』
と

い
う
。）」。

そ
し
て
、
労
働
基
準
法
は
刑
事
法
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用

対
象
を
画
す
る
使
用
従
属
性
は
、
明
確
か
つ
厳
格
に
解
釈
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
雇
用
契
約
、
委
任
契
約
、
請
負
契
約
と
い
っ
た
契

約
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
労
務
提
供
の
形
態
や
報
酬

の
労
務
対
償
性
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
諸
要
素
を
総
合
考
慮
し
、

実
質
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」。

①
労
務
提
供
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
仕
事
の
依
頼
、
業
務
従
事

の
指
示
等
に
対
す
る
諾
否
の
自
由
の
有
無
、
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監

督
の
有
無
、
勤
務
場
所
・
勤
務
時
間
に
関
す
る
拘
束
性
の
有
無
、
代

替
性
の
有
無
等
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
②
報
酬

の
労
務
対
償
性
に
つ
い
て
は
、
報
酬
が
一
定
時
間
労
務
を
提
供
し
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
対
価
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
使
用
従
属
性

を
補
強
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
上
記
①
及
び
②
の
基
準
の

み
で
は
使
用
従
属
性
の
判
断
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
③
労
働
者

性
の
判
断
を
補
強
す
る
要
素
と
し
て
、
事
業
者
性
の
程
度
（
機
械
、

器
具
の
負
担
関
係
、
報
酬
の
額
、
損
害
に
対
す
る
責
任
、
商
号
使
用

の
有
無
等
）、
専
属
性
の
程
度
、
そ
の
他
の
事
情
（
報
酬
に
つ
い
て

給
与
所
得
と
し
て
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
労
働
保
険
の
適

用
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
服
務
規
律
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
な

ど
）
を
勘
案
し
て
総
合
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」。

（
二
）
本
件
に
お
け
る
検
討

本
件
事
案
に
よ
れ
ば
、

地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
Ｙ
の
具
体
的
な
仕

事
の
依
頼
、
業
務
従
事
地
域
の
指
示
等
に
対
し
て
諾
否
の
自
由
を
有

（83-４- ）987 251

判例研究



し
な
い
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
、
委
託
業
務
を
包
括
的
に
受
託
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち

に
指
揮
監
督
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
地
域

ス
タ
ッ
フ
は
、
①
Ｙ
か
ら
業
務
の
内
容
及
び
遂
行
方
法
に
つ
い
て
具

体
的
な
指
揮
命
令
を
受
け
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
、
②
指

示
さ
れ
た
業
務
従
事
地
域
内
の
勤
務
場
所
・
勤
務
時
間
に
関
す
る
拘

束
性
は
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
、
③
業
務
の
再
委
託
が
容
認
さ
れ
、
委

託
業
務
の
代
替
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
④
報
酬
に
つ
い
て
も
、
使

用
従
属
性
を
補
強
す
る
側
面
と
減
殺
す
る
側
面
の
両
方
を
併
せ
持
ち
、

一
義
的
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
使
用
従

属
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
労
働
基
準
法
及
び
労
働
契

約
法
上
の
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

し
か
し
な
が
ら
、

①
地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
個
人
で
あ
る
こ
と
、

②
本
件
契
約
は
、
民
法
上
の
労
務
供
給
契
約
（
混
合
形
態
の
も
の
を

含
む
。）
に
あ
た
る
こ
と
、
③
地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
Ｙ
の
業
務
従
事

地
域
の
指
示
（
具
体
的
な
仕
事
の
依
頼
）
に
対
し
て
諾
否
の
自
由
を

有
し
な
い
こ
と
、
④
Ｙ
は
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
典
型
的
な
請

負
や
委
任
で
は
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
手
厚
い
報
告
・
指
導
体
制
を
敷

い
て
お
り
、
Ｙ
と
地
域
ス
タ
ッ
フ
と
の
間
に
広
い
意
味
で
の
指
揮
監

督
関
係
が
あ
る
こ
と
、
⑤
そ
の
報
酬
も
一
定
時
間
労
務
を
提
供
し
た

こ
と
に
対
す
る
対
価
と
評
価
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
、
⑥
地
域
ス

タ
ッ
フ
は
再
委
託
す
る
こ
と
を
容
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
地
域
ス

タ
ッ
フ
全
体
に
占
め
る
再
委
託
者
の
割
合
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
と

少
な
く
、
Ｘ
は
再
委
託
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
、
⑦
地
域
ス
タ
ッ
フ

の
事
業
者
性
は
弱
い
こ
と
を
併
せ
考
慮
す
る
と
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、

労
働
契
約
法
上
の
労
働
者
に
準
じ
る
程
度
に
従
属
し
て
労
務
を
提
供

し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
契
約
の
継
続
及
び
終

了
に
お
い
て
Ｘ
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
は
、
労
働
契
約
法
上
の
労
働

者
と
さ
ほ
ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

労
働
契
約
法
は
、
純
然
た
る
民
事
法
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
法
の
性
質

を
有
す
る
労
働
基
準
法
と
異
な
り
、
こ
れ
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
本
件
契
約
の
中

途
解
約
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
法
一
七
条
一
項
を
類
推
適
用
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
」。

（
三
）
本
件
中
途
解
約
の
有
効
性

契
約
の
当
事
者
は
、
契
約
の
有
効
期
間
中
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ

る
の
が
契
約
法
上
の
原
則
で
あ
る
か
ら
、
期
間
途
中
の
解
雇
を
認
め

る
に
は
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
に
足
り
る
だ
け
の
重

大
な
事
由
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
契
約
法
一
七
条
一

項
に
い
う
『
や
む
を
得
な
い
事
由
』
と
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労

働
契
約
に
お
け
る
解
雇
に
必
要
と
さ
れ
る
『
客
観
的
に
合
理
的
で
、

判例研究
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社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
事
由
』
よ
り
も
限
定
さ
れ
た
事
由

で
あ
っ
て
、
就
労
不
能
や
重
大
な
非
違
行
為
な
ど
期
間
満
了
を
待
た

ず
に
直
ち
に
契
約
を
終
了
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
事
由
を
意
味
す

る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
平
成
二
三
年
度
の
契
約
更
新
に
あ
た
り
、

Ｙ
か
ら
の
中
途
解
約
を
認
め
る
旨
の
本
件
誓
約
書
を
提
出
し
て
い
る

が
、
労
働
契
約
法
一
七
条
一
項
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

の
解
雇
に
つ
い
て
強
行
的
な
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
か
ら
、
本
件
誓
約
書
の
上
記
部
分
は
、
同
項
の
類
推
適
用
に
よ

り
無
効
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

本
件
中
途
解
約
は
、
業
績
不
良
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
期
間
満
了
を
待
た
ず
に
直
ち
に
契
約
を
終
了
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
事
由
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
ら
、
労
働
契
約
法

一
七
条
一
項
に
い
う
『
や
む
を
得
な
い
事
由
』
に
は
あ
た
ら
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
」。

二

争
点
②
（
本
件
契
約
の
更
新
の
当
否
）
に
つ
い
て

（
一
）
合
理
的
期
待
の
要
件
の
有
無

①
Ｙ
の
地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
昭
和
五
年
か
ら
現
在
ま
で
八
〇
年

以
上
続
い
て
い
る
職
種
で
あ
り
、
平
成
二
三
年
一
二
月
当
時
で
も
放

送
受
信
契
約
の
契
約
取
次
件
数
の
過
半
数
を
担
っ
て
い
た
な
ど
Ｙ
の

事
業
継
続
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
Ｘ
は
、
Ｙ
と
の
間

で
六
回
に
わ
た
り
本
件
契
約
を
更
新
し
、
平
成
九
年
か
ら
一
五
年
余

に
わ
た
り
地
域
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
稼
働
し
て
い
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、

Ｘ
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
に
本
件
契
約
が
更
新
さ
れ
る
も
の
と

期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
」。し

た
が
っ
て
、
Ｘ
の
本
件
更
新
申
込
み
に
対
す
る
Ｙ
の
拒
絶
が
、

客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
労
働
契
約
法
一
九
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、

本
件
契
約
は
、
従
前
と
同
一
の
条
件
で
更
新
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
」。

（
二
）
本
件
更
新
申
込
み
に
対
す
る
拒
絶
の
効
力

Ｘ
は
、
①
平
成
二
一
年
度
第
三
期
か
ら
平
成
二
四
年
度
第
二
期

ま
で
の
三
年
間
に
わ
た
り
、
業
績
不
良
の
た
め
特
別
指
導
の
対
象
者

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
六
度
目
の
契
約
更
新
後
（
平
成
二
三
年
四

月
以
降
）
も
、
総
じ
て
業
績
が
低
迷
し
て
い
た
こ
と
、
③
Ｙ
の
職
員

の
指
導
・
助
言
に
対
し
て
素
直
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
、

④
平
成
二
三
年
四
月
四
日
か
ら
同
年
八
月
三
日
ま
で
と
平
成
二
四
年

七
月
二
五
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
（
本
件
中
途
解
約
の
日
）
ま
で
二

度
も
精
神
疾
患
を
理
由
に
長
期
休
業
を
し
た
こ
と
を
総
合
考
慮
す
る
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と
、
復
職
を
申
し
出
た
平
成
二
五
年
一
月
以
降
に
稼
働
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
Ｘ
の
本
件
更
新
申
込
み
に
対

す
る
Ｙ
の
拒
絶
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
社
会

的
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

三

争
点
③
、
④
に
つ
い
て

大
阪
地
裁
は
、
③
は
、
Ｙ
が
本
件
契
約
に
基
づ
き
休
業
見
舞
金
や

通
常
の
事
務
費
等
の
事
務
費
・
給
付
の
支
払
い
義
務
が
あ
る
と
判
断

し
た
。
④
は
、
慰
謝
料
請
求
を
否
定
し
た
。

【
検
討
】
結
論
賛
成
、
判
旨
一
部
疑
問

本
評
釈
で
は
、
争
点
①
②
本
件
中
途
解
約
と
更
新
拒
絶
の
有
効
性

に
焦
点
を
当
て
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い１

）。

一

本
判
決
の
意
義

本
件
は
、
Ｘ
が
、
Ｙ
と
の
間
で
放
送
受
信
契
約
の
締
結
や
放
送
受

信
料
の
集
金
等
を
業
務
内
容
と
す
る
有
期
の
委
託
契
約
を
締
結
し
、

一
五
年
余
に
わ
た
り
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
業
績
不
良
を

理
由
と
し
て
中
途
解
約
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
有
効
性
な
ど
に
つ

い
て
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
地
域
ス
タ
ッ
フ
の
労
働
者
性
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
若
干
存
在
し
、
本
件
は
こ
の
種
の
裁
判
例
に
一
例
を
加

え
る
も
の
で
あ
る２

）。
古
く
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

西
東
京
営
業
セ
ン
タ
ー
事

件
・
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
判
決
は
労
働
者
性
を
肯
定
し
た
が
、
同

控
訴
審
判
決
以
来
、
労
働
者
性
の
否
定
判
断
が
定
着
し
て
い
る３

）。
近

時
に
お
い
て
も
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局
事
件
・
神
戸
地
裁
判
決４

）は
、

労
働
者
性
を
肯
定
し
た
が
、
同
控
訴
審５

）で
は
覆
さ
れ
た
。

本
判
決
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
地
域
ス
タ
ッ
フ
の
実
情
を
詳
細
に
検
討
し

た
う
え
で
、
現
在
の
裁
判
例
の
傾
向
に
沿
っ
て
、
労
働
契
約
法
（
以

下
、

労
契
法
」
と
い
う
）
・
労
働
基
準
法
（
以
下
、

労
基
法
」
と

い
う
）
上
の
労
働
者
性
を
否
定
し
た
。
た
だ
、
本
判
決
は
、
Ｘ
が
Ｙ

に
対
し
、
労
契
法
上
の
労
働
者
に
準
じ
る
程
度
に
従
属
し
て
労
務
を

提
供
し
広
い
意
味
で
の
指
揮
監
督
関
係
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
と
し

て
、
契
約
の
継
続
や
終
了
に
お
い
て
Ｘ
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
は
、

労
契
法
上
の
労
働
者
と
さ
ほ
ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
、
期
間

の
定
め
の
あ
る
契
約
の
中
途
解
約
に
つ
い
て
は
労
契
法
一
七
条
一
項

を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
と
判
断
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
な

お
、
類
推
適
用
と
い
う
法
律
構
成
を
認
め
た
理
由
と
し
て
、
労
契
法

は
純
然
た
る
民
事
法
で
あ
る
か
ら
刑
事
法
の
性
質
を
有
す
る
労
基
法

と
は
異
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。

労
契
法
上
の
労
働
者
性
の
判
断
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
一
般
論
を

述
べ
た
裁
判
例
は
少
な
く６

）、
こ
れ
を
判
示
し
て
い
る
点
に
意
義
が
あ
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る７
）。

ま
た
、
本
判
決
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
地
域
ス
タ
ッ
フ
が
労
契
法
上
の

労
働
者
に
類
似
す
る
と
正
面
か
ら
判
断
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
働
く

地
域
ス
タ
ッ
フ
が
労
契
法
上
の
保
護
を
受
け
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
点
で
、
大
き
な
実
務
的
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

二

労
働
契
約
法
上
の
労
働
者
性
の
判
断
基
準

（
一
）
一
般
論
の
評
価

労
契
法
上
の
労
働
者
性
の
基
準
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
「
使
用
従

属
関
係
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
、
基
本
的
に
労
基
法
研
究
会
報
告

書
の
提
示
す
る
判
断
基
準
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
件
契
約
の
「
労
働

者
性
」
判
断
を
行
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

多
様
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
総
合
評
価
し
て
判
定
す
る
と
い
う
手
法
は
、

概
ね
学
説
に
よ
り
支
持
さ
れ
る８

）。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
多
く
は
、
実

質
的
に
、
以
上
の
基
準
に
沿
っ
て
判
断
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る９

）。
こ
の
限
り
で
は
、
本
判
決
は
、
従
来
の
学
説
・
裁
判
例
に
即

し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
判
断
と
い
い
得
る
。
特
に
、
労
基
法
・
労

契
法
上
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
、

雇
用
契
約
、
委
任
契
約
、
請
負

契
約
と
い
っ
た
契
約
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
労
務
提

供
の
形
態
や
報
酬
の
労
務
対
償
性
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
諸
要
素

を
総
合
考
慮
し
、
実
質
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
方
法
論

は
、
従
来
の
多
く
の
裁
判
例
及
び
学
説
に
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
解
さ
れ
る10

）。

ま
た
、
労
契
法
上
の
労
働
者
と
労
基
法
上
の
労
働
者
の
関
係
に
つ

い
て
、
先
行
裁
判
例11

）は
、

原
則
と
し
て
同
一
の
概
念
」
と
す
る
の

に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
こ
れ
を
明
示
的
に
述
べ
な
い
も
の
の
、
労

契
法
上
の
労
働
者
性
は
、
労
基
法
上
の
労
働
者
性
と
同
様
に
、
基
本

的
に
「
使
用
従
属
性
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、

労
基
法
上
の
労
働
者
性
と
異
な
り
、
労
契
法
上
の
労
働
者
性
に
つ
い

て
は
、
当
事
者
の
意
思
と
い
う
主
観
的
要
素
も
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
指
摘12

）が
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
契
法
上
の
労
働
者
を
労

基
法
上
の
労
働
者
と
同
視
す
る
必
要
性
は
な
く
、
む
し
ろ
、
労
契
法

上
の
労
働
者
を
労
基
法
上
の
そ
れ
よ
り
広
く
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
見
解
も
み
ら
れ
る13

）。

（
二
）
本
件
に
つ
い
て
の
具
体
的
判
断

本
判
決
は
、
労
契
法
上
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
一
般
論
を
述
べ

た
う
え
で
、
労
基
研
報
告
書
が
提
示
す
る
判
断
要
素
を
詳
細
に
検
討

し
、
最
終
的
に
は
、
Ｘ
・
Ｙ
間
に
使
用
従
属
性
が
認
め
ら
れ
な
い
か

ら
、
Ｘ
は
労
契
法
上
の
労
働
者
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
は
、
多
様
な
要
素
を
併
せ
考
慮
し
て
、

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
労
契
法
上
の
労
働
者
に
準
じ
る
程
度
に
従
属
し

て
労
務
を
提
供
し
広
い
意
味
で
の
指
揮
監
督
関
係
が
あ
る
と
評
価
で
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き
、
契
約
の
継
続
及
び
終
了
に
お
い
て
原
告
を
保
護
す
べ
き
必
要
性

は
、
労
契
法
上
の
労
働
者
と
さ
ほ
ど
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
最
終

的
に
判
断
し
て
い
る
。

評
者
は
、
Ｘ
が
労
契
法
上
の
保
護
を
受
け
う
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
意
味
で
、
本
判
決
の
結
論
は
妥
当
と
考
え
る
。
し
か
し
、
判
決

は
Ｘ
・
Ｙ
間
に
使
用
従
属
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
が
、
何
故
な

の
か
。
以
下
、
特
に
、
こ
の
結
論
を
導
い
て
い
る
使
用
従
属
性
の
有

無
の
判
断
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
要
素
、
す
な
わ
ち
仕
事
の
依

頼
、
業
務
従
事
の
指
示
等
に
対
す
る
諾
否
自
由
の
有
無
、
業
務
遂
行

上
の
指
揮
監
督
の
有
無
、
勤
務
場
所
・
勤
務
時
間
に
関
す
る
拘
束
性

の
有
無
及
び
代
替
性
の
有
無
に
限
定
し
て
、
詳
細
に
検
討
を
行
う
。

ま
ず
、
判
旨
は
、

地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
仕
事
の
依
頼
、
業
務
従

事
の
指
示
に
対
し
て
諾
否
の
自
由
を
有
し
な
い
と
い
え
る
が
、
こ
れ

は
、
委
託
業
務
を
包
括
的
に
受
託
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
指
揮
監
督
関
係
を
肯
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
断
は
適
切
で
な
い
と
解
さ
れ
る
。
確
か
に
、
労

契
法
上
の
労
働
者
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、
労
務
提
供
者
に
加
え
ら

れ
る
何
ら
か
の
拘
束
が
委
託
業
務
の
性
質
上
ま
た
委
託
契
約
上
生
ず

る
拘
束
性
か
、
そ
れ
と
も
「
指
揮
監
督
下
の
労
働
」
を
基
礎
づ
け
る

拘
束
性
か
を
意
味
す
る
の
か
微
妙
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
前
者
の

場
合
は
、
当
該
拘
束
が
使
用
従
属
関
係
を
示
す
根
拠
と
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る14

）。
本
件
で
は
、
Ｙ
に
よ
る
Ｘ
の
担
当
地
域
や
目
標
数
の
設

定
が
、
業
務
の
性
質
上
ま
た
契
約
上
の
拘
束
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

Ｙ
の
業
務
上
の
必
要
性
（
事
業
運
営
上
の
必
要
性
）
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
担
当
地
域
や
目
標
数
を
一
方
的
に
指

定
し
、
Ｘ
が
こ
れ
に
対
し
諾
否
の
自
由
が
事
実
上
な
い
こ
と
は
、

指
揮
監
督
下
の
労
働
」
を
基
礎
づ
け
、
使
用
従
属
性
を
示
す
も
の

と
し
て
、
労
契
法
上
の
労
働
者
性
を
肯
定
す
る
方
向
に
働
く
要
素
と

な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る15

）。

次
に
、
判
旨
は
、

地
域
ス
タ
ッ
フ
は
、
Ｙ
か
ら
業
務
の
内
容
及

び
遂
行
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
揮
命
令
を
受
け
て
い
る
と
は
い

え
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
「
Ｙ
に
よ

る
地
域
ス
タ
ッ
フ
の
業
務
遂
行
方
法
（
稼
働
日
、
稼
働
時
間
帯
、
訪

問
区
域
・
経
路
等
）
に
関
す
る
指
揮
監
督
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
」

や
、
②
「
地
域
ス
タ
ッ
フ
が
Ｙ
の
指
導
・
助
言
や
特
別
指
導
に
応
じ

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
債
務
不
履
行
責
任
に
問
わ

れ
た
り
、
経
済
的
不
利
益
を
課
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
」

…
…
）」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
①
に
つ
い
て
、
Ｙ
は
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
期
ご

と
に
個
人
別
の
目
標
数
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
数
を
達
成
す
る
た
め

の
業
務
計
画
表
を
作
成
さ
せ
、
業
務
計
画
表
に
は
目
標
数
や
一
斎
稼
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動
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
は
事
実
上
こ
れ
に
拘
束

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
え
る16

）。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
、
Ｙ
に
よ
る

不
利
益
処
分
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
を
過
度
に
重
視
す
る
必
要
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
指
揮
命
令
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
不
利
益
処

分
の
実
施
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
場
面
に
お
け
る
使
用
者
の
多

様
な
関
与
・
拘
束
関
係
に
即
し
て
（
む
し
ろ
こ
れ
を
重
視
し
て
）
検

討
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る17

）。
加
え
て
、

Ｙ
は
、
地
域

ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
典
型
的
請
負
や
委
任
で
は
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
の

手
厚
い
報
告
・
指
導
体
制
を
敷
い
て
」
い
る
こ
と
を
総
合
考
慮
す
る

と
、
む
し
ろ
、
Ｙ
の
地
域
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
指
導
・
助
言
に
は
相

応
の
強
制
力
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
Ｙ
に
は
業

務
の
内
容
や
遂
行
方
法
に
対
す
る
指
揮
命
令
が
存
在
し
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
判
旨
は
、

認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
の

勤
務
場
所
・
勤
務
時
間
に
関
す
る
拘
束
性
は
緩
や
か
で
あ
る
と
い
え

る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
確
か
に
、
本
件
で
は
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
の

勤
務
時
間
に
関
す
る
拘
束
性
は
緩
や
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
労
働
者

性
を
否
定
す
る
方
向
に
働
く
要
素
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。
一
方
で
、

本
件
に
お
け
る
担
当
地
域
の
一
方
的
指
定
は
、
業
務
委
託
の
性
質
に

基
づ
く
拘
束
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ｙ
の
業
務
上
の
必
要
性
に
基
づ

く
拘
束
性
と
い
う
性
格
も
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
面
に

着
目
す
れ
ば
、

指
揮
監
督
下
の
労
働
」
を
基
礎
づ
け
る
要
素
（
場

所
的
拘
束
性
）
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る18

）。

さ
ら
に
、
判
旨
は
、

本
件
契
約
の
委
託
業
務
の
再
委
託
が
容
認

さ
れ
、
委
託
業
務
の
代
替
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
指
揮
監
督
関

係
を
否
定
す
る
要
素
の
一
つ
に
な
る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
確
か
に
、

労
基
研
報
告
書
で
は
、
契
約
で
業
務
の
再
委
託
が
認
め
ら
れ
て
さ
え

い
れ
ば
業
務
代
替
性
が
存
す
る
こ
と
は
、
労
基
法
上
の
労
働
性
を
否

定
す
る
方
向
に
働
く
事
情
と
な
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
こ

れ
ま
で
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
事
件
の
否
定
例
は
、
す
べ
て
そ
の
通
り
判
断
さ
れ

て
い
る19

）。

し
か
し
、
労
契
法
上
の
労
働
性
の
判
断
に
際
し
て
、
業
務
の
代
替

性
と
い
う
要
素
を
必
ず
し
も
重
視
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、
労
基
法
上
の
規
制
の
あ
り
方
と
労
契
法
上
の
規
制
の
あ
り

方
に
つ
い
て
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
労
基
法
は
、
事
業
性
や
集
団
性
を
前
提
と
し
て
お
り
、
制
度
的

に
代
替
性
が
許
容
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
重

要
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
労
基
法
上
の
労
働
者
性
の
判
断
で
は
、

制
度
的
（
集
団
的
）
に
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
か
に

着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
契
法
と

い
う
観
点
か
ら
は
、
事
業
性
も
要
件
と
な
ら
ず
、
集
団
的
労
働
を
前

提
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
労
契
法
上
の
労
働
者
性
判
断
に
お
い
て
は
、

個
々
の
契
約
関
係
の
実
態
に
着
目
す
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
う
る

（83-４- ）993 257
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と
考
え
ら
れ
る20

）。
と
は
い
え
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
業
務
代
替
性
を

肯
定
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
契
約
上
の
可
能
性
で
は
な
く
、
現
実

に
業
務
の
代
替
が
行
わ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
頻
度
が
一
定
程
度
以
上

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る21

）。
本
件
の
場
合
、
地
域

ス
タ
ッ
フ
は
契
約
上
再
委
託
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

実
際
に
Ｘ
は
再
委
託
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
の
代

替
性
に
関
す
る
本
判
決
の
判
断
は
、
適
切
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

以
上
の
検
討
の
よ
う
に
、
本
件
で
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
不
十
分

な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
に
対
す

る
時
間
的
拘
束
性
は
比
較
的
弱
く
て
、
報
酬
は
、
労
務
対
償
性
の
側

面
と
仕
事
の
完
成
に
対
す
る
報
酬
と
い
う
請
負
的
側
面
の
両
方
を
併

せ
持
つ
と
し
て
も
、
仕
事
の
依
頼
・
業
務
従
事
の
指
示
に
対
す
る
Ｘ

の
諾
否
の
自
由
は
存
在
せ
ず
、
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の
面
で
は

Ｙ
に
よ
る
相
応
の
強
制
力
が
あ
り
、
場
所
的
拘
束
性
が
存
在
し
、
業

務
の
代
替
性
が
実
際
に
存
し
な
い
こ
と
、
事
業
者
性
が
弱
い
こ
と
を

総
合
考
慮
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
Ｘ
・
Ｙ
間
に
使
用
従
属
性
が
存
在

す
る
こ
と
を
認
め
、
労
契
法
上
の
労
働
者
を
正
面
か
ら
肯
定
す
べ
き

で
あ
る
。

三

本
件
契
約
の
中
途
解
約
・
更
新
拒
絶
の
効
力

（
一
）
本
件
契
約
の
中
途
解
約

労
務
提
供
契
約
が
労
働
契
約
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
労
契
法

の
規
定
（
例
え
ば
、
労
契
法
一
七
条
一
項
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
以
上
の
と
お
り
、
従
来
の
裁
判
例
の

傾
向
に
沿
っ
て
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
の
「
労
働
者
性
」
を
否
定
し
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
労
務
提
供
者
は
、
労
契
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

労
働
契
約
上
の
地
位
確
認
と
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
る22

）。
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
は
、
Ｘ
は
労
契
法
上
の
労
働
者
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
Ｘ
が
労
契
法
上
の
労
働
者
に

準
じ
る
程
度
に
従
属
し
て
労
務
を
提
供
し
広
い
意
味
で
の
指
揮
監
督

関
係
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
と
し
て
、
契
約
の
継
続
お
よ
び
終
了
に

お
い
て
Ｘ
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
は
労
契
法
上
の
労
働
者
と
さ
ほ
ど

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
本
件
契
約
の

中
途
解
約
に
つ
い
て
は
、
労
契
法
一
七
条
一
項
を
類
推
適
用
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

そ
し
て
、
同
条
一
項
に
い
う
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
、
判

旨
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
解
雇
に
必
要
と
さ
れ
る
労

契
法
一
六
条
が
定
め
る
「
客
観
的
に
合
理
的
で
、
社
会
通
念
上
相
当

と
認
め
ら
れ
る
理
由
」
よ
り
も
限
定
さ
れ
た
事
由
で
あ
り
、
具
体
的
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に
は
、
労
働
者
の
就
労
不
能
や
重
大
な
非
違
行
為
等
期
間
満
了
を
待

た
ず
に
直
ち
に
契
約
を
終
了
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
由
と
し
て

い
る
。
な
お
、
労
契
法
一
七
条
一
項
は
強
行
的
な
効
力
を
有
す
る
と

解
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
判
旨
は
、
学
説
の
理
解
と
基
本
的
に
一
致

し
て
い
る
。
本
件
の
場
合
、
類
推
適
用
を
手
法
と
す
る
以
上
、

や

む
を
得
な
い
事
由
」
は
同
条
の
直
接
適
用
の
場
合
よ
り
緩
和
さ
れ
る

が
、
Ｘ
の
中
途
解
約
は
、
業
績
不
良
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
上
記
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
該
当
す
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。

（
二
）
本
件
契
約
の
更
新
拒
否

ま
た
、
本
件
契
約
の
更
新
つ
い
て
、
労
契
法
一
九
条
を
類
推
適
用

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
判
旨
は
、
本
件
契
約
を
実

質
的
に
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

し
て
い
る
が
、
本
件
契
約
が
更
新
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
こ
と
に

つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
合

理
的
期
待
を
認
め
る
た
め
の
要
件
事
実
の
評
価
方
法
が
こ
う
し
た
事

情
（
判
旨
二
（
一
））
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
労
契
法
の
施
行
通
達
で
は
、

当
該
雇
用
の
臨
時
性
・
常
用

性
、
更
新
回
数
、
雇
用
の
通
算
期
間
、
契
約
期
間
管
理
の
状
況
、
雇

用
継
続
の
期
待
を
も
た
せ
る
使
用
者
の
言
動
の
有
無
な
ど
」
の
要
素

が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
場
合
、
立
ち
入
っ
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
Ｘ
の
本
件
更
新
申
込
み
に
対
す
る
Ｙ
の
拒
絶
に
つ
い
て
、

そ
の
理
由
（
判
旨
二
（
二
））
が
客
観
的
に
合
理
的
で
、
社
会
通
念

上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
に
は
疑

問
が
あ
る
。
と
く
に
、

Ｙ
の
職
員
の
指
導
・
助
言
に
対
し
て
素
直
に

従
う
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
二
度
も
精
神
疾
患
を
理
由
に
長

期
休
業
を
し
た
こ
と
」
が
そ
の
理
由
に
あ
た
る
の
か
。
解
雇
の
場
合
、

労
務
提
供
不
能
、
労
務
遂
行
能
力
や
適
格
性
の
欠
如
、
規
律
違
反
な

ど
が
合
理
的
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
雇
止
め
の
合
理
的

理
由
の
判
断
が
解
雇
の
場
合
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
一
般
的
に

説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る23

）。
本
件
の
場
合
、
解

雇
に
比
べ
て
雇
止
め
は
自
ら
違
い
が
あ
っ
て
、
規
制
が
緩
や
か
で
あ

り
、
さ
ら
に
雇
止
め
法
理
の
類
推
適
用
で
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
緩
和

さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま

え
て
、
よ
り
慎
重
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
法
的
効
果
か
ら
す
る
と
、
本
件
の
地
域
ス

タ
ッ
フ
が
実
質
的
に
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
た
に
等
し
い
よ
う
な
判

決
で
あ
る
と
見
え
る
。
労
契
法
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
適
切
な
問
題
解
決
を
図
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る24

）。
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こ
れ
は
、
地
域
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
中
途
解
約
・
更
新
（
雇
止
め
）

に
関
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
判
決
に
は
、
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
手
法
で

も
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
本
判
決
が
出
る
ま
で

に
、
既
に
多
く
の
学
説
に
唱
え
ら
れ
て
い
る25

）。
例
え
ば
、
西
谷
教
授

は
、
労
基
法
上
の
労
働
者
で
な
い
者
に
も
労
契
法
の
各
規
定
（
た
と

え
ば
解
雇
権
濫
用
に
関
す
る
一
六
条
）
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る26

）。
そ
し
て
、
土
田
教
授
も
、
両
法
規
上
の
労
働
者
と
は

い
え
な
い
労
務
提
供
者
に
対
し
て
も
、
労
契
法
の
規
定
に
つ
い
て
、

当
該
規
定
の
趣
旨
に
即
し
た
類
推
適
用
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
示

し
て
い
る27

）。

し
か
し
一
方
で
、
労
働
契
約
は
、
雇
用
、
請
負
な
ど
の
役
務
提
供

契
約
類
型
と
異
な
る
法
形
式
で
あ
り
、
類
推
適
用
に
な
じ
ま
な
い
と

す
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
は
刑
事
罰
を
も
つ
労
基

法
な
ど
の
労
働
法
の
適
用
対
象
と
統
一
的
に
確
定
す
る
法
形
式
で
あ

り
、
個
別
の
民
事
紛
争
処
理
に
限
定
し
て
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
し
て
い
る28

）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
件

で
は
、
説
得
力
が
弱
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
本
判
決
の
判
旨
が

示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
類
推
適
用
の
前
提
は
、
労
働
契
約
法
は
、
純

然
た
る
民
事
法
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
法
の
性
質
を
有
す
る
労
基
法
と

異
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る29

）。

ま
た
、
近
年
で
は
、
就
業
形
態
の
多
様
化
が
進
む
な
か
で
、
本
件

に
示
さ
れ
た
地
域
ス
タ
ッ
フ
の
よ
う
な
、
労
基
法
・
労
契
法
上
の

「
労
働
者
類
似
の
者
」
と
い
う
概
念
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
必
要
だ

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
定
義
・
射
程
で
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を

適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
と
し
て
検
討

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
類
推
適
用
と

い
う
手
法
に
は
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
欠
け
る
と
い
う
問
題
が
残

り
、
立
法
論
と
し
て
の
検
討
も
必
要
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い30

）。

１
）

本
件
に
つ
い
て
の
判
例
研
究
は
、
河
村
学
「
労
働
契
約
法
一
七

条
一
項
の
類
推
適
用
｜
労
働
契
約
法
上
の
労
働
者
性
」
労
働
法
律
旬

報
一
八
六
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
四
頁
以
下
参
照
。

２
）

大
ま
か
に
数
え
る
と
、
本
判
決
は
、
一
〇
件
目
の
裁
判
例
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
Ｎ
Ｈ
Ｋ
西

東
京
営
業
セ
ン
タ
ー
事
件
・
東
京
地
判
八
王
子
支
部
平
成
一
四
・
一

一
・
一
八
労
判
八
六
八
号
八
一
頁
、
②
同
﹇
控
訴
﹈
事
件
・
東
京
高
判

平
成
一
五
・
八
・
二
七
労
判
八
六
八
号
七
五
頁
、
③
Ｎ
Ｈ
Ｋ
盛
岡
放
送

局
事
件
・
盛
岡
地
判
平
成
一
五
・
一
二
・
二
六
判
例
集
未
登
載
、
④
同

﹇
控
訴
﹈
事
件
・
仙
台
高
判
平
成
一
六
・
九
・
二
九
判
決
労
判
八
八
一

号
一
五
頁
、
⑤
Ｎ
Ｈ
Ｋ
千
葉
放
送
局
事
件
・
千
葉
地
判
平
成
一
八
・

一
・
一
九
労
判
九
二
六
号
七
〇
頁
、
⑥
同
﹇
控
訴
﹈
事
件
・
東
京
高
判

平
成
一
八
・
六
・
二
七
労
判
九
二
六
号
六
四
頁
、
⑦
Ｎ
Ｈ
Ｋ
前
橋
放
送

局
事
件
・
前
橋
地
判
平
成
二
五
・
四
・
二
四
労
旬
一
八
〇
三
号
五
〇

判例研究
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頁
、
⑧
Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局
（
地
域
ス
タ
ッ
フ
）
事
件
・
神
戸
地
判

平
成
二
六
・
六
・
五
労
判
一
〇
九
八
号
五
頁
、
⑨
同
﹇
控
訴
﹈
事
件
・

大
阪
高
判
平
成
二
七
・
九
・
一
一
労
判
一
一
三
〇
号
二
二
頁
。

３
）

前
掲
注

２
）の
裁
判
例
で
は
、
①
⑧
を
除
き
、
労
働
者
性
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

４
）

前
掲
注

２
）⑧
判
決
。

５
）

前
掲
注

２
）⑨
判
決
。

６
）

労
契
法
六
条
の
観
点
か
ら
判
断
基
準
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、

日
本
相
撲
協
会
事
件
・
東
京
地
裁
平
成
二
三
・
二
・
二
五
労
判
一
〇
二

九
号
八
六
頁
。
前
掲
注

２
）⑧
判
決
。

７
）

同
旨
、
竹
内
（
奥
野
）
寿
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
集
金
等
業
務
委
託
者
の
労

働
契
約
法
上
の
労
働
者
性
｜
｜
Ｎ
Ｈ
Ｋ
神
戸
放
送
局
（
地
域
ス
タ
ッ

フ
）
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
二
五
頁
。

８
）

中
窪
裕
也
‖
野
田
進
『
労
働
法
の
世
界
（
第
一
一
版
）』

有
斐

閣
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
頁
。

９
）

裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
『
注
釈
労

働
基
準
法
（
上
巻
）』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
〇
頁
参
照

〔
橋
本
陽
子
〕。

10
）

同
旨
、
土
田
道
夫
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
託
業
務
従
事
者
の
労
働
契
約
上

の
労
働
者
性
」
同
志
社
法
学
六
七
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
六
頁
。

11
）

前
掲
注

２
）⑧
判
決
。

12
）

野
田
進
『
事
例
判
例
労
働
法
（
第
二
版
）』

弘
文
堂
、
二
〇
一

三
年
）
一
〇
四
頁
。

13
）

西
谷
敏
『
労
働
法
（
第
二
版
）』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三

年
）
四
七
頁
、
川
田
知
子
「
個
人
請
負
・
委
託
就
業
者
の
契
約
法
上

の
地
位
｜
中
途
解
約
・
契
約
更
新
拒
否
を
中
心
に
」
日
本
労
働
法
学

会
誌
一
一
八
（
二
〇
一
一
年
）
八
頁
が
あ
る
。

14
）

例
え
ば
、
傭
車
運
転
手
が
運
送
業
務
の
性
質
上
必
要
な
運
送
物

品
、
運
送
先
及
び
納
入
時
刻
の
指
示
を
受
け
る
場
合
。
土
田
道
夫

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
託
業
務
従
事
者
の
労
契
法
・
労
組
法
上
の
労
働
者
性
」
季

刊
労
働
法
二
四
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
七
三
頁
、
同
・
前
掲
注

10
）

六
六
頁
参
照
。

15
）

前
掲
注

２
）⑧
判
決
。
土
田
・
前
掲
注

14
）六
八
頁
、
同
・
前
掲

注

10
）六
六
頁
参
照
。

16
）

前
掲
注

２
）⑧
判
決
、
土
田
・
前
掲
注

10
）七
〇
頁
参
照
。

17
）

土
田
・
前
掲
注

10
）六
〇
頁
参
照
。

18
）

土
田
・
前
掲
注

10
）八
六
頁
参
照
。

19
）

小
山
敬
晴
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
集
金
等
業
務
受
託
者
の
労
働
者
性
」
法
律

時
報
八
八
巻
一
号
（
二
〇
一
六
）
一
二
六
頁
。

20
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
九
州
大
学
の
山
下
昇
教
授
の
ご
指
摘
を
い

た
だ
き
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

21
）

土
田
・
前
掲
注

14
）七
五
頁
参
照
。

22
）

例
え
ば
、
前
掲
注

２
）⑨
判
決
、
前
掲
注

２
）④
判
決
。

23
）

西
谷
敏
‖
野
田
進
‖
和
田
肇
「
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
二
〇
号
（
二

〇
一
二
年
）
三
二
八
頁
〔
山
川
隆
一
〕
参
照
。

24
）

し
か
し
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
労
契
法
上
の
労
働
者
と
見
る
こ

と
な
く
継
続
期
待
保
護
を
試
み
る
も
の
も
あ
る
。
日
本
相
撲
協
会
事
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件
・
東
京
地
判
平
成
二
三
・
二
・
二
五
労
判
一
〇
二
九
号
八
六
頁
。
こ

の
事
案
で
は
、
裁
判
所
は
、
労
契
法
上
の
労
働
者
性
判
断
に
際
し
て
、

労
契
法
の
適
用
と
否
定
す
る
一
方
で
、

準
委
任
類
似
の
契
約
関
係
」

と
位
置
付
け
、
か
つ
、

受
任
者
た
る
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
」、

民
法
六
五
一
条
一
項
に
基
づ
く
任
意
解
約
権
の
行
使
」
は
、
当
事

者
間
の
「
信
頼
関
係
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
」
『
特
段
の
事
情
』
が

あ
る
場
合
に
限
っ
て
許
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
裁
判
例
の
紹
介
に

つ
い
て
、
西
谷
‖
野
田
‖
和
田
・
前
掲
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
四
二
六
頁

〔
毛
塚
勝
利
〕
参
照
。

25
）

荒
木
尚
志
‖
菅
野
和
夫
‖
山
川
隆
一
『
詳
説

労
働
契
約
法

（
第
二
版
）』

弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
八
一
頁
。
な
お
、
労
契
法

制
定
以
前
、
雇
用
類
似
の
労
務
供
給
契
約
の
解
約
に
対
す
る
労
働
契

約
法
理
（
解
雇
権
濫
用
法
理
）
の
類
推
適
用
の
必
要
性
・
正
当
性
を

論
じ
る
文
献
と
し
て
、
島
田
陽
一
「
雇
用
類
似
の
労
務
供
給
契
約
と

労
働
法
に
関
す
る
覚
書
」
西
村
健
一
郎
ほ
か
編
『
下
井
隆
史
先
生
古

稀
記
念

新
時
代
の
労
働
契
約
法
理
論
』

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）

五
七
頁
以
下
。

26
）

西
谷
・
前
掲
注

13
）四
七
頁
、
川
田
・
前
掲
注

13
）八
頁
以
下
参

照
。

27
）

土
田
道
夫
『
労
働
契
約
法
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
五
一

頁
参
照
。

28
）

鎌
田
耕
一
「
雇
用
、
労
働
契
約
と
役
務
提
供
契
約
」
法
律
時
報

八
二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
八
頁
。
ま
た
、
こ
の
見
解
に
よ

れ
ば
、
債
権
法
改
正
に
あ
た
り
、
雇
用
契
約
と
労
働
契
約
を
峻
別
す

る
立
場
か
ら
、
労
働
者
類
似
の
者
を
一
方
当
事
者
と
す
る
役
務
提
供

契
約
に
つ
い
て
は
、
雇
用
を
受
け
皿
と
し
て
残
し
、
雇
用
に
つ
い
て

は
新
た
に
独
自
の
規
定
を
設
け
る
か
、
労
契
法
の
規
定
の
一
部
を
準

用
す
る
こ
と
を
法
律
で
定
め
る
な
ど
の
工
夫
を
す
べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
法
提
案
は
、
債
権
法
改
正
に
お

い
て
、
最
終
的
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
商
事
法
務
編
『
民
法

（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
新
旧
対
照
条
文
』

商
事
法
務
、
二
〇
一
五

年
）。一

方
で
、
現
行
の
中
国
「
契
約
法
」
に
は
、
雇
用
契
約
と
い
う
類

型
が
存
在
し
な
い
も
の
の
、
学
説
の
中
に
は
、
雇
用
契
約
と
い
う
類

型
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
ず
っ
と
高
ま
っ
て
き
て
い

る
た
め
、
民
法
典
制
定
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
重
要
な
立
法
課
題
と
な

り
得
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
日
本
と
異
な
り
、
中
国
に
お
け
る
「
労

働
契
約
法
」
は
単
純
の
私
法
で
は
な
く
、
罰
則
な
ど
の
規
定
も
あ
る

こ
と
か
ら
見
る
と
、
そ
の
性
格
は
日
本
の
「
労
働
基
準
法
」
に
当
た

る
の
で
、
そ
の
規
定
は
、
労
働
者
類
似
の
役
務
提
供
契
約
に
対
し
て
、

日
本
の
よ
う
に
労
働
契
約
法
の
規
定
の
類
推
適
用
が
考
え
ら
れ
難
い
。

し
た
が
っ
て
、
評
者
は
、
中
国
で
は
、
労
働
者
類
似
の
者
の
保
護
の

た
め
に
、
雇
用
契
約
こ
そ
存
在
す
る
価
値
が
あ
り
、
民
法
典
制
定

（
改
正
）
の
際
、
そ
の
重
要
性
が
日
本
よ
り
高
い
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
戦
東
昇
「
役
務
提
供
型
契
約
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察

｜
｜
中
国
の
立
法
化
作
業
へ
の
提
言
」

二
〇
一
三
年
）
九
州
大
学

博
士
学
位
論
文
。

29
）

鎌
田
耕
一
「
雇
用
、
労
働
契
約
と
役
務
提
供
契
約
」
法
律
時
報

判例研究

（法政研究83-４- ）262 998



八
二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
頁
。

30
）

荒
木
‖
菅
野
‖
山
川
・
前
掲
注

25
）書
八
一
頁
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
重
慶
市
社
会
科
学
規
劃
青
年
項

目2015Q
N
F
X
31

、
二
〇
一
六
年
度
国
家
社
会
科
学
基
金
青
年
項

目16C
F
X
063

、
二
〇
一
五
年
度
国
家
社
会
科
学
基
金
青
年
項
目

15C
F
X
039

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（83-４- ）999 263

判例研究


